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  これまでの経緯やガイドライン等の活用状況

「道路デザイン指針（案）-道路デザイン指針（案）とその解説-」（以下、指針(案)解説と

記載）及び「景観に配慮した防護柵の整備ガイドライン」（以下、防護柵ガイドラインと記載）

の改定内容の検討に際して、以下の内容について整理を行った。 

表 検討に際しての基礎的情報の概要 

NO. 基礎的情報の内容 備考 

1 

防護柵ガイドラインの策定や景観法が成立

した平成 16 年以降の道路景観に関する主な

法律や施策、取り組み内容と指針(案)解説で

の対応方針 

－ 

2 

指針(案)解説や防護柵ガイドライン等の活

用状況について 
－ 

①指針(案)解説や防護柵ガイドライン及び地

方整備局や地方自治体策定のデザイン指

針に関する契約図書での位置づけ及び実

際の活用状況 

横浜国道、高崎河川国道、中

部地整、福岡国道、東京都、

静岡県、名古屋市から情報収

集 

②設計要領、マニュアル、標準図集での防護

柵ガイドラインの適用状況 
全国の地方整備局等を対象 

③地方整備局や地方自治体策定の指針にお

ける道路占用物件等への規定の有無と適

用状況 

横浜国道、高崎河川国道、中

部地整、福岡国道、東京都、

静岡県、名古屋市から情報収

集 

3 
景観検討システムにおける、これまでの景観

検討区分判断の実態 
－ 

4 

景観法による景観計画における景観重要公

共施設(道路)の指定状況と内容について 
－ 

①景観計画での景観重要公共施設(道路)の指

定状況 
平成 28 年 3 月 31 日時点の景

観行政団体 681 団体より調査 

②景観計画の道路占用物件に関する方策の

具体事例 
茅ヶ崎市と奈良市の事例紹介 

【NO.1】平成 16 年以降の道路景観関連の法律や施策等の整理 

平成 16 年 3 月の防護柵ガイドラインの策定以降の道路景観に関する主な法律や施策、取り

組み等を下表に抽出し、現在の指針(案)解説の関連している箇所の確認を行った。 

現在の指針(案)解説に触れられている内容については、さらに内容の充実を図るものとし、

触れられていない内容については、対応方針をまとめた。 

表 平成 16 年以降の道路景観関連の法律や施策等と指針(案)解説での対応方針 

 

資料-３ 

年 月 法律・施策等
指針(案)解説での

主な関連箇所
対応方針

16 3
防護柵の設置基準の通達　及び
防護柵ガイドラインの刊行

5-10-1　交通安全施設等の設計

16 4 無電柱化推進計画（平成16年度～20年度）の策定 5-15-2　無電柱化 －

16 6 景観法の成立 7-3-1　景観法等の活用 －

16 6 国土交通省所管公共事業における景観評価の基本方針(案)の通知 7-3-2　景観アセスメントの実施 －

17 4 道路デザイン指針(案)の通知 －

17 7 指針(案)解説の刊行 －

17 12 第1回日本風景街道戦略会議の開催 該当なし
→「1-3道路のデザインの方向性」の
景観的配慮が必要な地域に追記 等

18 6 高齢者、障害者等の移動等の円滑化に関する法律（ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ法）の成立 5-5-1　歩道空間の設計 －

18 11
道路法施行令を改正し自転車利用促進
（道路占用許可に係る工作物等に自転車駐車用の車止め装置等を追加）

5-5-1　歩道空間の設計 －

18 12 観光立国推進基本法の成立 該当なし
→「1-3道路のデザインの方向性」の
景観的配慮が必要な地域に追記 等

19 4 国土交通省所管公共事業における景観検討の基本方針（案）の策定 7-3-2　景観アセスメントの実施 －

19 4 「日本風景街道」ルートの指定開始 該当なし
→「1-3道路のデザインの方向性」の
景観的配慮が必要な地域に追記 等

20 5 歴史まちづくり法の成立 該当なし
→「1-3道路のデザインの方向性」の
景観的配慮が必要な地域に追記 等

20 7 公園緑地課が公園緑地・景観課に改組 － －

20 10 観光庁が発足 － －

22 2 無電柱化に係るガイドライン（平成21年度～）の策定 5-15-2　無電柱化 －

22 5 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の成立 該当なし
→「5-10道路附属物等の設計」に木
材の利用促進について追記 等

24 3 観光立国推進基本計画の策定 該当なし
→「1-3道路のデザインの方向性」の
景観的配慮が必要な地域に追記 等

24 11 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」の策定 該当なし
→「4-4-3　幅員構成の再構築」に自
転車走行空間について追記 等

26 1 法定外表示等の設置指針の策定 該当なし
→「5-12色彩の設計」に法定外路面
表示の配慮事項を追記 等

27 3 道路緑化技術基準の改正 5-11　植栽の設計 －

27 6 広域観光周遊ルート形成促進事業による7ルートの認定 該当なし
→「1-3道路のデザインの方向性」の
景観的配慮が必要な地域に追記 等

28 4 道路協力団体制度の創設 該当なし
→「6-3関係者との協力体制の構築と
支援」に追記 等

28 4 公共建築物における木材の利用の促進のための計画の策定 該当なし
→「5-10道路附属物等の設計」に木
材の利用促進について追記 等

28 6 広域観光周遊ルート形成促進事業による4ルートの追加認定 該当なし
→「1-3道路のデザインの方向性」の
景観的配慮が必要な地域に追記 等

28 7 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」の改定 該当なし
→「4-4-3　幅員構成の再構築」に自
転車走行空間について追記 等

28 12 無電柱化法の成立 5-15-2　無電柱化 －

28 12 自転車活用推進法の成立 該当なし
→「4-4-3　幅員構成の再構築」に自
転車走行空間について追記 等
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【NO.2】指針(案)解説や防護柵ガイドライン等の活用状況について 

①指針(案)解説や防護柵ガイドライン等の契約図書での位置づけ及び実際の活用状況 

道路デザイン指針(案)、指針(案)解説、防護柵ガイドライン及び地方整備局や地方自治体策定の主なデザイン指針等の契約上の位置づけや活用状況について下表に整理した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

表 主なデザイン指針等の契約上の位置づけや活用状況 

①　指針等名称 ②　①の契約図書への位置付けに関する記述 ③　契約図書への位置付け方法 ④　実際の活用状況

道路デザイン指針（案）　（H17.4） なし なし なし

道路のデザイン
～道路デザイン指針（案）とその解説～
（H17.7）

なし

■「土木設計業務等共通仕様書（案）」において、以下の通り「主要技術基準及び参考図
書」が定められている。

「道路のデザイン～道路デザイン指針（案）とその解説～」
第1編　共通編　（参考）主要技術基準及び参考図書

なし

景観に配慮した防護柵の整備ガイドライン
（H16.3）

なし

■「土木工事共通仕様書(案)」において、以下の通り適用すべき諸基準が定められている。
「日本道路協会　防護柵の設置基準・同解説（平成20年1月）」※
　第3編土木工事共通編　第2章一般施工　第2節適用すべき諸基準
　第10編道路編　第2章舗装　第2節適用すべき諸基準
　第10編道路編　第4章鋼橋上部　第2節適用すべき諸基準
　第10編道路編　第5章コンクリート橋上部　第2節適用すべき諸基準
「国土技術研究センター　景観に配慮した防護柵の整備ガイドライン（平成16年5月）」
　第10編道路編　第14章道路維持　第2節適用すべき諸基準

■「土木設計業務等共通仕様書（案）」において、以下の通り「主要技術基準及び参考図
書」が定められている。
「防護柵の設置基準・同解説」※
第1編　共通編　（参考）主要技術基準及び参考図書

※「色彩の検討にあたっては、景観に配慮した防護柵の整備ガイドラインを参考にするとよ
い」と記載されており、間接的に「景観に配慮した防護柵の整備ガイドライン」が位置づけら
れている。

③の共通仕様書を契約図書としている。

高崎河川国道事務所
ぐんま国道色彩・デザイン指針(案)　（H16.3)

なし なし
特記仕様書の中に特に記載されていないが、図面に色彩・デ
ザイン指針(案)に規定されている色を指定しているか、発注
後、監督職員から指示されているのが実情である。

横浜国道事務所
道路附属物等色彩デザイン指針　（H18.3）

なし なし
特記仕様書の中に特に記載されていないが、図面に道路附
属物等色彩デザイン指針に規定されている色を指定している
か、発注後、監督職員から指示されているのが実情である。

中部地方整備局
公共事業における色彩・デザイン指針
（H27.12)

工事発注において特記仕様書に適用すべき諸基準として当
指針を位置づけることとされている。（事務連絡を発出）

工事発注時においても、活用の確認をおこなえるように、平成16年度から運用している「条
件明示項目のチェックリスト（案）が②の事務連絡に添付されている。

②の事務連絡により、全工事に適用している。

福岡国道事務所
ふくおか国道色彩・デザイン指針（案）【第２版】
（H22.3)

道路附属物の工事発注において特記仕様書に適用すべき諸
基準として当指針（案）を位置づけることとされている。

技術管理部局で毎年作成している「特記仕様書フォーマット（道路附属物編）」に、当指針
（案）が記載されており、意図して削除しない限り、当指針（案）が特記仕様書の中で位置づ
けられることとなる。

道路附属物が含まれる工事発注において特記仕様書の中に
適用すべき諸基準として当指針（案）を記載している。

東京都
道路工事等設計基準　（H28.4）

なし
東京都建設局設計委託標準仕様書において、以下の通り、主要技術基準及び参考図書が
定められている。
「東京都建設局　道路工事設計基準」

色彩等については、基準で定められているが、景観に配慮し
変えることができることとしている。

静岡県
ふじのくに色彩・デザイン指針（社会資本整備）
第３版　（H26.7)

なし
「設計段階における景観への配慮に関する特記仕様書」及び「工事段階における景観への
配慮に関する特記仕様書」において、当指針を参考に景観に配慮し設計や施工をするよう
定められている。

③の特記仕様書を契約図書としている。

名古屋市
景観法に基づく届出の必要な地区として７つの都
市景観形成地区を選定。
それぞれの地区ごとに景観形成基準を策定。

なし なし
工事を実施するにあたり、届出を行うことが義務づけられてい
る。なお、景観アドバイザー制度を設けて、事前相談できるよ
うになっている。
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②設計要領、マニュアル、標準図集での防護柵ガイドラインの適用状況 

全国の地方整備局等を対象に、設計要領、マニュアル、標準図集での防護柵ガイドラインの適用状況や色彩や形状等についての特記事項の有無の確認を行い、下表に整理した。

表 設計要領、標準図集等での防護柵ガイドラインの適用状況や色彩や形状等についての特記事項 

名称 適用状況 名称 適用状況

1 北海道開発局
北海道開発局 道路設計要領
第2集　道路付帯施設/平成28年4月

・適用基準として防護柵ガイドラインを記載
北海道開発局 道路設計要領
第6集 標準設計図集/平成28年4月

・景観配慮型防護柵を採用

2 東北地方整備局
設計施工マニュアル(案)
［河川編・道路編］/平成15年4月

・なし
土木工事標準設計図集
(平成15年東北地方整備局版）

・景観配慮型防護柵を採用

3 関東地方整備局 なし － なし －

4 北陸地方整備局
設計要領（道路編）
平成24年4月

・適用基準として防護柵ガイドラインを記載

・防護柵について、12-8-3景観への配慮として、構造や色彩（基本3
色とオフホワイトの4色）について記載

標準設計
平成26年4月

・防護柵の図面内に仕様として、『「景観に配慮した防護柵の整備
ガイドライン（景観に配慮した防護柵推進検討委員会）」により適
切な色彩を選定する。』と記載（※景観配慮型防護柵は無し）

・片持型標識の図面内に、『周辺環境との調和を図るために、支
柱及び梁等の色彩を考慮する必要がある時は、明度、彩度の低
い色彩（例えば茶系色等）を使用することが望ましい。』と記載

5 中部地方整備局
道路設計要領[設計編]
2014年3月

・適用基準として防護柵ガイドラインを記載
・第8章交通安全施設等に防護柵の色彩について基本3色を記載

なし －

6 近畿地方整備局
設計便覧（案）第3編道路編
平成24年4月

・なし
土木工事標準設計図集
平成17年2月

・なし

7 中国地方整備局
土木工事設計マニュアル
（平成28年度版）

・適用基準として防護柵ガイドラインを記載
小構造物標準設計図集
平成25年4月

・なし

8 四国地方整備局
設計便覧（道路編）
[平成27年9月版]

・なし なし －

9 九州地方整備局
土木工事設計要領
第Ⅲ編道路編/平成28年4月

・適用基準として防護柵ガイドラインを記載 なし －

10 沖縄総合事務局
土木工事設計要領
第2編道路編/平成27年9月17日改
正

・適用基準として防護柵ガイドラインを記載 なし －

NO. 策定者
設計要領及び設計マニュアル 標準図集
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③地方整備局や地方自治体策定の指針における道路占用物件等への規定の有無と適用状況 

地方整備局や地方自治体策定の主なデザイン指針等において、道路占用物件への規定の有無や道路占用物件への規定に対して、どのように応用されているかの実態調査を行い、下表に整

理した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③対象物件 ④規定項目

防護柵・標識柱
理念（考え方）・色彩（マンセル
値）、デザイン　等

占用工事及び損傷復旧工事にお
いては既存の付属物に合わせた
現況復旧を指導している。

現況復旧で実施されている。 － －

占用物件（全般） － － － － －

占用物件（路上地上
機器、県警のカメラ
等）

－ － －

指導はしていないが、指針内容に
則った形で現地周辺が整備されて
いるため、指針に則った形で占用
物件は設置されている。

なし

防護柵・標識柱
理念（ 考え方） ・ 色彩（ マンセル
値）、
デザイン　等

占用工事及び損傷復旧工事にお
いては既存の付属物に合わせた
現況復旧を指導している。

現況復旧で実施されている。 － －

占用物件（全般） － － － － －

占用物件
（路上地上機器等）

－ － －

H27年度～
電線共同溝地中化にともなう新規
物件において防護柵の色彩デザイ
ン指針への準拠を依頼。

基本的には適用されていない。

電力柱
電話柱

－ － －
国立公園内での新たな占用物件
の場合、環境省箱根自然環境事
務所に確認を行うように依頼。

過去5年間では、1件適用。
※環境省から指導あり。

中部地方整備局
公共事業における色彩・デザイン指針
（H27.12)

H27.12
バス停・地下鉄出入
口等、変圧器等、信
号機、紀勢標識等

周辺の自然やまちなみとの融和や
色彩等

占用物の色彩については、占用者
との協議等により調整を図ることを
基本としている。

指針の適用に当たっては、あくま
でも占用者との協議等を基本とし
ている。

－ －

福岡国道事務所
ふくおか国道色彩・デザイン指針（案）
【第２版】

H22.3
防護柵・歩道橋・
標識柱・照明柱

理念（ 考え方） ・ 色彩（ マンセル
値）、デザイン　等

－ －
事務所管内の全事業箇所におい
て関係機関協議等で依頼。

全ての占用物件には適用されてい
ない。

東京都
道路工事等設計基準

H28.4
道路構造物・
道路附属物等

色彩等 － －

道路工事設計基準は、道路構造
物や道路附属物等について定め
ており、占用物件への応用は参考
程度。
占用物件は、道路占用許可基準
で都心の美観風致に調和したもの
としている。

⑦のとおり

静岡県
ふじのくに色彩・デザイン指針（社会資
本整備）第３版

H26.7
防護柵・橋梁・
歩道橋・道路付属物

基本事項（目的、基礎的な事項・
知識）、色彩・デザインに関する共
通ルール（沿道の景観特性に応じ
た区分、主要構造物の推奨色）
等

－ － － －

名古屋市
広小路・大津通
都市景観形成地区
景観形成基準

H19.10
建築物・工作物・
広告物

理念（ 考え方） ・ 色彩（ マンセル
値）、デザイン　等

基準の中で、周辺の街並みと、高
さや階高、外装のデザインや色
彩、材質などが調和するよう努め
ることとされている。

仮設物、軽微な行為等は適用外 － －

横浜国道事務所
道路附属物等色彩デザイン指針

H18.3

①指針等名称
②指針等
策定時期

指針等の主な記載内容 ⑤指針等の占用物件への
応用等に関する規定

⑥　⑤による
　適用状況

⑦規定に依らない
占用物件への応用例

⑧　⑦による
　適用状況

高崎河川国道事務所
ぐんま国道 色彩・デザイン指針（案） H16.3

表 指針における道路占用物件等への規定の有無と適用状況 
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【NO.3】景観検討システムにおける、これまでの景観検討区分判断の実態について 

国土交通省所管公共事業における景観検討の基本方針（案）(平成 19 年 4 月策定)において実施される『景観検討区分判断』の実態調査を行い、下表に整理した。 

 

 

 

 

 

 

表 地方整備局等における景観検討区分の考え方と区分ごとの主な実施内容・実施件数 

体制構築
配慮事項

とりまとめ
景観整備
方針作成

景観の予
測・評価

事後評価

重点検討

・優れた景観を有する地域で行う事業を含む区間
・事業により景観に大きな影響を与えるおそれがあると事務所等
が判断する事業
・その他、事業実施を通じて良好な景観形成を行おうとする事業
※但し、市町村等の景観審議会などにより確認を受けている
　事業は除く【沖縄】

○ ○
○

(重点検討事業
版)

○ ○

一般検討
又は

標準検討

・重点検討事業には該当しないが、事業により景観が変化する可
能性が考えられる事業
・景観上の影響が軽微あるいは景観検討の余地が少ない事業
・重点検討事業及び検討対象外事業以外のすべての事業

△ ○
○

(一般検討事業
版)

△ △

簡易検討
又は

検討対象外

・地下・地中・水中で完結する事業等、周辺への景観上の影響が
ないか、極めて小さいものであるため、将来にわたって景観構成
要素とならない事業
・災害復旧等で緊急性がある事業（但し、緊急性等に応じて柔軟
に対応）【北陸】
・その他、現状景観の改変がなく、景観検討が特に必要でない事
業等

－
※１

－
※１

－
※１

－
※１

－
※１

原則区分されてい
ない
【北海道開発局、
四国地整、
九州地整】

事業区分Ａ
・特に景観に配慮すべき地域または景観に配慮すべき地域で行
う事業で、本局景観委員会で景観形成方針確認するもの

○ ○
○

(景観カルテ)
○ ○

事業区分Ｂ
・景観に配慮すべき地域で行う事業で、事業部（または事務所）
景観委員会で景観形成方針を確認の上、本局景観委員会に報告
するもの

○ ○
○

(景観カルテ)
○ ○

○：必須　△：必要に応じて実施

景観検討
区分

概　　　　　要

主な実施内容

備考

北海道開発局、
地方整備局
（九州除く）、

沖縄総合事務局

九州地方整備局

※１：整備局によっては△としているところがある。

89
(7%)

820
(61%)

425
(32%)

検討区分別事業数
（全国合計1,334事業）

重点検討

一般検討・標準検討

簡易検討・検討対象外

九州地整の事業区分Aは重点検討

に、事業区分Bは一般検討に分類
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【NO.4】景観法による景観計画における景観重要公共施設(道路)の指定状況と内容について

①景観計画での景観重要公共施設(道路)の指定状況 

ⅰ）景観行政団体と景観計画策定団体の推移 

平成 16 年 12 月 17 日の景観法部分施行から平成 28 年 3 月 31 日までの景観行政団体と景

観計画策定団体の推移は下図の通りである。 

平成28年3月31日時点で景観行政団体が681団体、景観計画策定団体が523団体である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 景観行政団体と景観計画策定団体の推移 

（※出典：国土交通省都市局 HP より） 

 

ⅱ）景観重要公共施設(道路)の指定状況 

景観計画策定団体(523 団体)を対象に、景観重要公共施設の『道路』（以下、景観重要道路

と記載）の指定状況※の調査を行った。 

景観計画策定団体のうち、全体の約 2割に該当する 124 団体の景観計画において、景観重

要道路の指定が確認された。 

 

 

 

 

 

 

ⅲ）景観重要道路の整備、占用許可基準のイメージ 

景観重要道路として指定すると、景観計画に景観重要道路の整備に関する事項として、舗

装の素材や道路の並木、街灯、防護柵等の道路附属物等を規定し、沿道の景観に合わせた良

好な景観の形成を図ることが可能となる。 

さらに、道路の占用許可についても、景観計画に従って一般の基準よりも上乗せした許可

基準を適用することができる。 

また、景観重要道路として指定された道路は、電線共同溝の整備道路に指定することが可

能になる。 

景観計画に位置づける景観重要道路の整備、占用許可基準等のイメージを全国の景観計画

を参考に下図に整理する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

図 景観計画に位置付ける景観重要道路の整備、占用許可基準等のイメージ 

 
図 景観重要道路の指定状況 

※平成 29年 3月時点でホームページ上に公表されている景観計画に基づいて、具体な

路線を景観重要道路として景観計画上位置づけている団体を指定団体として計上

し、現在指定候補や検討中の場合は計上していない。 
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②景観計画の道路占用物件に関する方策の具体事例 

景観重要道路に関する景観計画において、どのような方策を規定されているか茅ヶ崎市と

奈良市の事例を整理した。 

■事例名称：茅ヶ崎市道 5634 号線  

所在地 茅ヶ崎市 

事業主体 茅ヶ崎市 

道路種別 市町村道 

路線名称 市道 5634 号線（鶴嶺参道） 

道路幅員 代表幅員 9.5ｍ～10.0ｍ（車道：5.0ｍ、歩道：2.2ｍ～2.6ｍ） 

区間延長 約 760ｍ 

位置図 

 

 

 

整備状況 

   

 
＜整備に関する方針＞ 

・道路の整備にあたっては、「道路デザイン指針（案）」及び「景観に配慮した防護柵の整備ガ

イドライン」（以上、国土交通省）に準拠するとともに、参道、松並木に代表される歴史と

文化を伝える景観形成に努める。 
 
【工作物等の整備】 

・道路管理者は交通安全施設の整備等を行う場合には、色彩基準に適合させるものとする。 
・歩道整備等を行う場合には仕上げをインターロッキングとする。車道の整備等を行う場合は

カラー砕石を使用する。 
 
【みどり豊かで快適な歩行空間】 

・歩道等の道路内に高木を含む街路樹、低木による植込み等を設置し、みどり豊かな道路空間

とする。 
・歩行者が快適に散策できるような開放的歩行空間とする。 
 
【電線の地中化】 

・電線共同溝の維持・保全に努める。 
・電線類の地中化に伴い設置する地上機器は、位置・色彩について配慮するよう、占用者に働

きかける。又は地上機器の周辺を、植栽による遮蔽などで修景を図る。 
 
＜道路占用に関する許可基準＞ 

・工作物の形態意匠については、彩度６を超える色彩を使用しない。 

表 交通安全施設における色彩基準 
 

 

 
 
 
 
 
 

※出典：茅ヶ崎市景観計画 

 /平成 27 年 7 月改定 
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■事例名称：奈良市三条線 

所在地 奈良市 

位置図 

 

事業主体 奈良市 

道路種別 市町村道 

路線名称 市道中部 647 号及び市道三条線 

道路幅員 代表幅員 16.0ｍ（車道：4.0ｍ、歩道：6.0ｍ×2） 

区間延長 約 2.4ｋｍ 

 

  ＜整備に関する方針＞ ＜道路占用に関する許可基準＞ 

※出典：奈良市景観計画 

(改正案)/平成 22 年 4 月 


